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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2019年10月28日に提出した有価証券届出書の記載事項のうち、本社債の利率に係る仮条件を決定

しましたので、これに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するも

のであります。

 

２【訂正事項】

第一部　証券情報

第１　　社債

７　　利率

第二部　管理資産情報

第１　　管理資産の状況

２　　管理資産を構成する資産の概要

(3)　　管理資産を構成する資産の内容

 

３【訂正箇所】

訂正箇所は　　　で示してあります。
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第一部【証券情報】

第１【社債】
 

７【利率】

＜訂正前＞

(a) 払込期日の翌日（当日を含みます。）から2029年11月21日（当日を含みます。）までは、年（未定）%

（注）とします。

(b) 2029年11月21日の翌日（当日を含みます。）以降は、各利率改定日に改定され、各改定後利率適用期間に

ついて、当該改定後利率適用期間に係る利率基準日における5年物円スワップのオファード・レートに年

（未定）%（注）を加えて小数第3位を切り上げた値とします。

(c) 発行会社は、本社債管理者に上記(b)に定める利率確認事務を委託し、本社債管理者は各利率基準日に当

該利率を確認します。

(d) 発行会社及び本社債管理者は、各改定後利率適用期間の開始日から5銀行営業日以内（改定後利率適用期

間の開始日を含みます。）に、上記(b)により決定された本社債の利率を、各本店において、その営業時

間中、一般の閲覧に供します。

（注）上記各利率は、2019年11月1日頃に仮条件の提示を行い、需要状況を把握した上で、2019年11月13日頃に決定される

予定です。なお、(a)の利率に係る仮条件の提示方法は、(i)(a)の利率をBloombergTKFX9ページにおける10年物の

円／円スワップレートのオファード・レートに一定の加算率を加えて小数第3位を切り上げた値とした上で、かか

る加算率の幅を仮条件として提示する方法、又は、(ii)(a)の利率の幅を仮条件として提示する方法のいずれかに

よるものとします。

(i)の方法による場合(b)における加算率は(a)における加算率に1.00%を加えた値とし、(ii)の方法による場合(b)

における加算率は決定された(a)の利率から当該利率決定時におけるBloombergTKFX9ページにおける10年物の円／

円スワップレートのオファード・レートの小数第3位を切り上げた値を控除した値に1.00%を加えた値とします。

 

＜訂正後＞

(a) 払込期日の翌日（当日を含みます。）から2029年11月21日（当日を含みます。）までは、年（未定）%

（0.85%～0.92%を仮条件とします。）（注）とします。

(b) 2029年11月21日の翌日（当日を含みます。）以降は、各利率改定日に改定され、各改定後利率適用期間に

ついて、当該改定後利率適用期間に係る利率基準日における5年物円スワップのオファード・レートに年

（未定）%（注）を加えて小数第3位を切り上げた値とします（加算率については、1.48%～2.15%を仮条件

とします。）。

(c) 発行会社は、本社債管理者に上記(b)に定める利率確認事務を委託し、本社債管理者は各利率基準日に当

該利率を確認します。

(d) 発行会社及び本社債管理者は、各改定後利率適用期間の開始日から5銀行営業日以内（改定後利率適用期

間の開始日を含みます。）に、上記(b)により決定された本社債の利率を、各本店において、その営業時

間中、一般の閲覧に供します。

（注）上記各利率は、上記仮条件により需要状況を把握した上で、2019年11月13日頃に決定される予定です。なお、(b)に

おける加算率は決定された(a)の利率から当該利率決定時におけるBloombergTKFX9ページにおける10年物の円／円ス

ワップレートのオファード・レートの小数第3位を切り上げた値を控除した値に1.00%を加えた値とします。

EDINET提出書類

日本生命第４回劣後ローン流動化株式会社(E35282)

訂正有価証券届出書（内国資産流動化証券）

3/5



第二部【管理資産情報】

第１【管理資産の状況】
 

２【管理資産を構成する資産の概要】

（３）【管理資産を構成する資産の内容】

＜訂正前＞

本劣後ローン債権の概要

＜中略＞

(f) 利率

①　当初期間は、年（未定）%（注）とします。

②　2029年11月21日の翌日（当日を含みます。）以降は、各利率改定日に改定され、各改定後利率適用

期間について、当該改定後利率適用期間に係る利率基準日における5年物円スワップのオファー

ド・レートに年（未定）%（注）を加えて小数第3位を切り上げた値とします。

③　本劣後ローン貸付人は各利率基準日に上記①及び②に記載する利率を確認し、当該利率基準日から

7銀行営業日以内に当該利率を日本生命に書面で通知します。

（注）上記各利率は、2019年11月1日頃に行われる本社債の仮条件の提示と同時に同率の提示を行い、2019年

11月13日頃に行われる本社債の利率の条件決定と同時に同率で決定されることが予定されています。

なお、2019年11月1日頃に行われる、①の利率に係る提示方法は、ⅰ①の利率をBloombergTKFX9ページ

における10年物の円／円スワップレートのオファード・レートに一定の加算率を加えて小数第3位を切

り上げた値とした上で、かかる加算率の幅を提示する方法、又は、ⅱ①の利率の幅を提示する方法の

いずれかによるものとします。

iの方法による場合②における加算率は①における加算率に1.00%を加えた値とし、ⅱの方法による場

合②における加算率は決定された①の利率から当該利率決定時におけるBloombergTKFX9ページにおけ

る10年物の円／円スワップレートのオファード・レートの小数第3位を切り上げた値を控除した値に

1.00%を加えた値とします。

＜後略＞

 

＜訂正後＞

本劣後ローン債権の概要

＜中略＞

(f) 利率

①　当初期間は、年（未定）%（0.85%～0.92%とします。）（注）とします。

②　2029年11月21日の翌日（当日を含みます。）以降は、各利率改定日に改定され、各改定後利率適用

期間について、当該改定後利率適用期間に係る利率基準日における5年物円スワップのオファー

ド・レートに年（未定）%（注）を加えて小数第3位を切り上げた値とします（加算率については、

1.48%～2.15%とします。）。

③　本劣後ローン貸付人は各利率基準日に上記①及び②に記載する利率を確認し、当該利率基準日から

7銀行営業日以内に当該利率を日本生命に書面で通知します。

（注）上記各利率は、2019年11月13日頃に行われる本社債の利率の条件決定と同時に同率で決定されること

が予定されています。なお、②における加算率は決定された①の利率から当該利率決定時における

BloombergTKFX9ページにおける10年物の円／円スワップレートのオファード・レートの小数第3位を切

り上げた値を控除した値に1.00%を加えた値とします。

EDINET提出書類

日本生命第４回劣後ローン流動化株式会社(E35282)

訂正有価証券届出書（内国資産流動化証券）

4/5



＜後略＞
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